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食品安全モニター課題報告 

「食品の安全性に関する意識等について」（平成 22 年 8 月実施）の結果（要約） 

 

食品安全委員会では、定点調査として、毎年、食品安全モニターの方を対象に、食品の安全性に関する

意識等について調査を実施しており、今年度においても、平成 22 年 8 月 6 日から 8 月 27 日までを調査実

施期間として、食品安全モニター470 名を対象に調査を実施（有効回答数 401 名（85.3%））した。 

なお、平成 20 年度において、定点調査とは別にリスク認知の形成要因等に関するインターネット調査

（平成 20 年 10 月実施）を一般の方々2,000 人を対象に行っており、以下では今回調査との比較も行った。

 
【調査結果（要約）】 

１）食品の安全性に係る危害要因等について 

①日常生活を取り巻く分野別不安の程度（問 1） 

 平成 22 年度調査（以下「今回調査」という。）では、食品安全について「とても不安を感じる」

「ある程度不安を感じる」とする回答割合は 68.1%であり、環境問題（89.3%）や自然災害（80.8%）、

重症感染症（新型インフルエンザなど）（76.0%）、犯罪（70.6%）に比べると低いものの、交通

事故（63.1%）、戦争・テロ（55.1%）よりは高い。 

 今回調査では、食品の安全について「とても不安を感じる」「ある程度不安を感じる」とする回

答割合は、平成 21 年度調査（76.8%）より低い。同様に、平成 20 年度に一般の方 2,000 人を対

象に行ったインターネット調査（90.2%）よりも低い。 
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②食品の安全性の観点から感じている不安の程度（問 2） 

 今回調査で、「非常に不安である」「ある程度不安である」という回答割合の上位 3 事項は、有

害微生物（細菌・ウイルス）による食中毒等（76.4%）、農薬（68.1%）、家畜用抗生物質（62.8%）

であり、平成 21 年度調査の上位 3事項から汚染物質（カドミウム、メチル水銀等）が外れて家

畜用抗生物質が加わった。 

 今回調査では、平成 21 年度調査に比べて、新規事項である肥料・飼料等以外のすべての事項で

「非常に不安である」「ある程度不安である」とする回答割合が減少。特に回答割合が減少した

のは、遺伝子組換え食品（17.5%減少、64.6%→47.1%)、BSE（牛海綿状脳症）（17.4%減少、61.8%

→44.4%)、汚染物質（カドミウム・メチル水銀等）（16.5%減少、78.1%→61.6%)、体細胞クロー

ン家畜由来食品（13.2%減少、62.1%→48.9%)。 

 多くの事項については、食品安全モニターの調査より、一般の方々を対象とした平成 20 年度イ

ンターネット調査の方が「非常に不安である」「ある程度不安である」とする回答割合が高かっ

た。しかしながら、いわゆる健康食品については、平成 20 年度インターネット調査結果（26.1%）

の方が割合は低く、今回調査結果（56.4%）との差も大きい。 
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③食品の安全性の観点から不安を感じている理由（問 3）、食品の安全性の観点から不安を感じてい

ない理由（問 4） 

〈食品の安全性の観点から不安を感じている理由〉 

◆ 「安全性についての科学的な根拠に疑問」とする回答割合が高いのは、体細胞クローン家畜由

来食品（52.0%）、遺伝子組換え食品（48.7%）、食品添加物（33.3%）、いわゆる健康食品（30.1%）、

器具・容器包装からの溶出化学物質（21.7%）。 

◆ 「事業者の法令遵守や衛生が不十分」とする回答割合が高いのは、有害微生物（細菌・ウイル

ス）による食中毒等（32.7%）、農薬（30.4%）、家畜用抗生物質（27.4%）、肥料・飼料等（26.6%）、

食品添加物（20.4%）。 

◆ 「過去に問題になった事例があるため不安」とする回答割合が高いのは、BSE（牛海綿状脳症）

（38.2%）、汚染物質（カドミウム・メチル水銀等）（38.1%）、有害微生物（細菌・ウイルス）

による食中毒等（21.2%）。 

 

〈食品の安全性の観点から不安を感じていない理由〉 

 「安全性についての科学的な根拠に納得」とする回答割合が高いのは、食品添加物（51.9%）、

遺伝子組換え食品（39.9%）、体細胞クローン家畜由来食品（35.8%）、農薬（33.1%）、BSE（牛海

綿状脳症）（27.7%）、家畜用抗生物質（24.8%）、器具・容器包装からの溶出化学物資（23.7%）。 

 「行政による規制が十分」とする回答割合が高いのは、汚染物質（カドミウム・メチル水銀等）

（46.3%）、農薬（44.9%）、家畜用抗生物質（38.0%）、BSE（牛海綿状脳症）（35.0%）、食品添加

物（29.4%）器具・容器包装からの溶出化学物質（27.0%）、肥料・飼料等（24.5%）、有害微生物

（細菌・ウイルス）による食中毒等（23.4%）。 

 「漠然とした安心」とする回答割合が高いのは、いわゆる健康食品（35.2%）、肥料・飼料等（32.9%）、

体細胞クローン家畜由来食品（20.4%）。 

 

〈食品の安全性の観点から不安を感じている理由と不安を感じていない理由の比較〉 

◆ 「安全性についての科学的な根拠に納得して不安を感じない」と回答した割合と、「安全性につ

いて科学的な根拠に疑問で不安を感じる」と回答した割合を比較すると、食品添加物、農薬、

家畜用抗生物質、器具・容器包装からの溶出化学物資、汚染物質（カドミウム・メチル水銀等）、

有害微生物（細菌・ウイルス）による食中毒等、BSE（牛海綿状脳症）の事項において、「安全

性についての科学的な根拠に納得して不安でない」と回答した割合の方が高い。一方、遺伝子

組換え食品、体細胞クローン家畜由来食品、いわゆる健康食品、肥料・飼料等では、「安全性

についての科学的な根拠に疑問で不安である」と回答した割合の方が高い。 

◆ 「安全性についての科学的な根拠に納得して不安を感じない」と回答した割合と「安全性につ

いて科学的な根拠に疑問で不安を感じる」と回答した割合が共に 30％以上で高い事項は、食

品添加物、遺伝子組換え食品、体細胞クローン家畜由来食品。 

◆ 「行政による規制が十分で不安を感じない」と回答した割合と、「行政による規制が不十分で

不安を感じる」と回答した割合を比較すると、すべての事項において、「行政による規制が十

分で不安を感じない」と回答した割合の方が高く、特に農薬、家畜用抗生物質、汚染物質（カ

ドミウム・メチル水銀等）で大きな差が見られた。 
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◆ 「事業者の法令遵守や衛生管理が十分で不安を感じない」と回答した割合と、「事業者の法令

遵守や衛生管理が不十分で不安を感じる」と回答した割合を比較すると、食品添加物、農薬、

家畜用抗生物質、BSE（牛海綿状脳症）、いわゆる健康食品、肥料・飼料等では、「事業者の

法令遵守や衛生管理が不十分で不安を感じる」の回答割合が「事業者の法令遵守や衛生管理

が十分で不安を感じない」の回答割合より２倍以上の差があり、その差が特に大きい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食品の安全性の観点から不安を感じていない理由

24.8

23.7

14.3

13.8

27.7

44.9

38.0

27.0

46.3

23.4

35.0

12.8

13.6

7.1

7.4

14.5

9.5

21.3

6.2

4.4

5.3

8.2

14.9

13.6

8.4

6.8

4.3 4.3

9.9

5.3

17.2

12.3

6.2

10.2

9.1

13.2

12.2

10.6

9.1

10.3

20.4

35.2

32.9

6.4

4.5

4.3

12.3

5.9

7.4

3.7

51.9

33.1

39.9

35.8

8.6

11.1

29.4

16.0

24.5 8.8

1.9

2.5

2.3

2.5

2.3

3.3

3.9

2.8

1.2

2.5

0.0

0.0

1.4

2.6

2.5

1.6

0.0

2.7

2.1

0.7

1.6

2.5

3.1

3.1

3.4

2.6

2.5

1.5

0.9

3.1

3.8

4.9

4.1

6.8

2.5

1.6

2.5

6.5

5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

●食品添加物

（n=160）

●農薬

（n=127）

●家畜用抗生物質

（n=121）

●器具・容器包装からの溶出化学物質

（n=152）

●汚染物質（カドミウム・メチル水銀等）

（n=147）

●有害微生物（細菌・ウイルス）による食中毒等

（n=94）

●BSE（牛海綿状脳症）

（n=220）

●遺伝子組換え食品

（n=203）

●体細胞クローン家畜由来食品

（n=162）

●いわゆる健康食品

（n=162）

●肥料・飼料等

（n=216）

①安全性についての科学的な根拠に納得 ②行政による規制が十分

③事業者の法令遵守や衛生管理が十分 ④行政からの食品の安全性に関する情報提供が十分

⑤事業者からの食品の安全性に関する情報提供が十分 ⑥過去に問題にあった事例がなく、安心

⑦漠然とした安心 ⑧その他

無回答・無効回答

食品の安全性の観点から不安を感じている理由

33.3

19.0

21.0

21.7

10.5

6.5

11.2

48.7

52.0

30.1

18.4

7.5

10.6

7.5

7.5

9.3

5.6

5.3

4.1

14.2

13.3

20.4

30.4

27.4

12.9

10.9

32.7

12.4

4.2

13.7

26.6

6.3

3.3

10.7

12.1

9.3

6.2

11.8

12.7

10.2

5.3

6.3

9.6

8.4

11.5

12.1

4.5

4.6

5.3

16.4

15.8

7.9

13.2

4.4

16.3

38.1

21.2

38.2

6.2

5.7

4.2

4.8

10.3

10.4

6.9

9.2

7.3

13.8

19.4

6.6

8.9

10.4

8.4

5.2

4.2

7.3

11.1

5.3

5.1

11.8

3.1

3.4

2.6

2.1

1.5

2.2

3.1

1.9

4.4

2.0

2.6

2.9

2.9

2.0

1.8

0.4

3.2

3.2

1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

●食品添加物

（n=240）

●農薬

（n=273）

●家畜用抗生物質

（n=252）

●器具・容器包装からの溶出化学物質

（n=240）

●汚染物質（カドミウム・メチル水銀等）

（n=247）

●有害微生物（細菌・ウイルス）による食中毒等

（n=306）

●BSE（牛海綿状脳症）

（n=178）

●遺伝子組換え食品

（n=189）

●体細胞クローン家畜由来食品

（n=196）

●いわゆる健康食品

（n=226）

●肥料・飼料等

（n=158）

①安全性についての科学的な根拠に疑問 ②行政による規制が不十分

③事業者の法令遵守や衛生管理が不十分 ④行政からの食品の安全性に関する情報提供が不十分

⑤事業者からの食品の安全性に関する情報提供が不十分 ⑥過去に問題になった事例があるために不安

⑦漠然とした不安 ⑧その他

無回答・無効回答



 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「行政による規制が不十分・十分」を
不安・不安でない理由とする割合（事項別）

7.5
10.6

7.5 7.5 9.3
5.6

11.8 13.3

14.2
4.1

5.3

24.5

16.013.6

12.8

35.0

23.4

46.3

27.0

38.0

44.9

29.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

食
品
添
加
物

農
薬

家
畜
用
抗
生
物
質

器
具

・
容
器
包
装

か
ら

の
溶
出

化
学
物
質

汚
染
物
質

（
カ
ド

ミ
ウ

ム

・
メ

チ
ル
水
銀
等

）

有
害
物
質

（
細
菌

・
ウ

イ

ル

ス

）
に
よ
る
食
中
毒
等

B
S
E
 

（
牛
海
綿
状
脳
症

）

遺
伝
子
組
換

え
食
品

体
細
胞
ク

ロ
ー

ン
家
畜
由
来
食

品

い
わ
ゆ
る
健
康
食
品

肥
料

・
飼
料
等

不安 不安でない

「安全性についての科学的な根拠に疑問・納得」を
不安・不安でない理由とする割合（事項別）

33.3

19.0

11.2

48.7
52.0

18.4

30.1

21.721.0

10.5 6.5

51.9

33.1
35.8

11.18.6

39.927.7

13.8

14.3

24.8 23.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

食
品
添
加
物

農
薬

家
畜
用
抗
生
物
質

器
具

・
容
器
包
装

か
ら

の
溶
出

化
学
物
質

汚
染
物
質

（
カ
ド

ミ
ウ

ム

・
メ

チ
ル
水
銀
等

）

有
害
物
質

（
細
菌

・
ウ

イ

ル

ス

）
に
よ
る
食
中
毒
等

B
S
E
 

（
牛
海
綿
状
脳
症

）

遺
伝
子
組
換

え
食
品

体
細
胞
ク

ロ
ー

ン
家
畜
由
来
食

品

い
わ
ゆ
る
健
康
食
品

肥
料

・
飼
料
等

不安 不安でない



 6

 

「事業者の法令遵守や衛生管理が不十分・十分」を
不安・不安でない理由とする割合（事項別）

20.4

30.4
27.4

10.9

32.7

12.4

4.2 3.112.9

13.7

26.6

2.5

9.5

21.3

2.3 2.5 1.9
6.2

8.8

14.5

7.1 7.4
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

食
品
添
加
物

農
薬

家
畜
用
抗
生
物
質

器
具

・
容
器
包
装

か
ら

の
溶
出

化
学
物
質

汚
染
物
質

（
カ
ド

ミ
ウ

ム

・
メ

チ
ル
水
銀
等

）

有
害
物
質

（
細
菌

・
ウ

イ

ル

ス

）
に
よ
る
食
中
毒
等

B
S
E
 

（
牛
海
綿
状
脳
症

）

遺
伝
子
組
換

え
食
品

体
細
胞
ク

ロ
ー

ン
家
畜
由
来
食

品

い
わ
ゆ
る
健
康
食
品

肥
料

・
飼
料
等

不安 不安でない
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２）食品の安全性に関する情報について 

①食品の安全性に関する情報源（問 5） 

 食品の安全性に関する情報源として回答割合の高かった順は、「新聞（インターネットのニュー

スサイトを含む）」（74.8%）、「食品安全委員会」（55.4%）、「テレビ」（46.6%）。 

 
 

食品の安全性に関する情報源（各順位の回答者数の合計から割合を算出）(３つ回答）

74.8

55.4

46.6

19.7

17.0

15.0

11.5

11.5

9.5

9.0

7.2

5.5

5.0

4.5

2.2

1.7

0.5

2.2

1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

新聞（インターネットのニュースサイトを含む）

食品安全委員会

テレビ

一般の雑誌・書籍

厚生労働省

専門書・学術書等

インターネット上のコミュニティサイト等
（SNS ・ブログ等）

保健所等の地方自治体

生産者、食品メーカーなどの食品の生産者

農林水産省

大学・研究機関・研究所

消費者庁

家族・知人

NPO ・消費者団体

スーパー等の販売事業者

地域・学校

医療機関

その他

無回答・無効回答
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②食品の安全性に関する情報源の信頼度（問 6） 

 食品の安全性に関する情報の入手先の信頼度として回答割合の高かった順は、「食品安全委員

会」（71.3%）、「新聞（インターネットのニュースサイトを含む）」（39.2%）、「厚生労働省」（31.4%）。 

 

食品の安全性に関する情報源の信頼度（各順位の回答者数の合計から割合を算出）（３つ回答）

71.3

39.2

31.4

29.4

21.9

18.5

18.2

15.7

15.2

10.2

6.5

6.0

5.2

4.0

2.7

1.0

0.5

1.5

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

食品安全委員会

新聞（インターネットのニュースサイトを含む）

厚生労働省

専門書・学術書等

大学・研究機関・研究所

保健所等の地方自治体

テレビ

農林水産省

消費者庁

一般の雑誌・書籍

NPO ・消費者団体

生産者、食品メーカーなどの食品の生産者

医療機関

インターネット上のコミュニティサイト等
（SNS ・ブログ等）

家族・知人

スーパー等の販売事業者

地域・学校

その他

無回答・無効回答
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３）食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価について 

①食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の認識度（問 7） 

 食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価については、「食品安全モニターになる前から知っ

ていた」とする回答割合が 17.0%、「食品安全モニターになってから知った」とする回答割合が

66.8%。 

 
 
４）食中毒について 

①カンピロバクターの認識度（問 9） 

 カンピロバクターによる食中毒について、「食品安全モニターになる前から知っていた」とする

回答割合が 85.8%、「食品安全モニターになってから知った」は 11.2％。 

カンピロバクターの認識度

食品安全モニターに
なってから知った

11.2%

食品安全モニターに
なる前から
知っていた

85.8%

知らなかった
2.7%

無回答・無効回答
0.2%

 

 

食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の認識度

無回答・無効回答
0.5%知らなかった

15.7%

食品安全モニターに
なる前から
知っていた

17.0%

食品安全モニターに
なってから

知った
66.8%
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②食中毒予防の注意点（問 10） 

 食中毒予防の注意点として回答割合の高い上位３位は「購入から調理までの間、細菌が繁殖し

ないにように低温保存している」（91.3%）、「生の状態や加熱が不十分な状態で肉を食べない」

（90.5%）、「調理する際には、中心部まで十分に過熱している」（85.3%）で、「生肉に触れたら、

手を丁寧に洗う」、「生肉を扱った包丁、まな板、トング、箸などを他の調理に使用しない」よ

り高い。 

 
 

食中毒予防の注意点（当てはまるものすべて回答）

91.3

90.5

85.3

78.8

77.8

0.0

22.9

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

購入から調理までの間、細菌が繁殖しないように低温保存している

生の状態や加熱が不十分な状態で肉を食べない

調理する際には、中心部まで十分に加熱している

生肉に触れたら、手を丁寧に洗う

生肉を扱った包丁、まな板、トング、箸などを他の調理に使用しない

特に注意していない

その他

無回答・無効回答
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③食中毒予防の情報源（問 11） 

 食中毒を予防するための情報源として回答割合の高かった順は、「新聞（インターネットのニュ

ースサイトを含む）」（61.1%）、「テレビ」（55.4%）、「保健所等の地方自治体」（53.1%）、「食品

安全委員会」（50.9%）。 

食中毒予防の情報源（当てはまるものすべて回答）

61.1

55.4

53.1

50.9

39.4

36.4

27.2

20.9

19.7

15.5

14.2

13.5

12.0

10.2

10.2

8.7

8.2

7.2

1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

新聞（インターネットのニュースサイトを含む）

テレビ

保健所等の地方自治体

食品安全委員会

専門書・学術書等

一般の雑誌・書籍

厚生労働省

大学・研究機関・研究所

家族・知人

地域・学校

生産者、食品メーカーなどの食品の生産者

農林水産省

インターネット上のコミュニティサイト等
（SNS ・ブログ等）

消費者庁

医療機関

スーパー等の販売事業者

NPO ・消費者団体

その他

無回答・無効回答
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５）食品の安全を守る仕組みについて 

①食品の安全を守る仕組みの理解度（問 12） 

 食品の安全を守る仕組み（食品安全委員会が行う ADI（一日摂取許容量）の設定等による食品

の安全性の科学的評価（リスク評価）、厚生労働省や農林水産省等が行う基準の設定や監視等の

措置（リスク管理）及び消費者、事業者、リスク管理機関等の関係機関による意見交換（リス

クコミュニケーション）から成り立っていること）については、「理解している」「ほぼ理解し

ている」とする回答割合が 95.2％であり、「あまり理解していない」とする回答割合は 4.2%。 

 年代が低い方が、「理解している」とする回答割合が低く、30 歳以上では 20%以上が「理解して

いる」と回答しているのに対し、20～29 歳では 4.3%。 

食品の安全を守る仕組みの理解度

ほぼ理解
している
53.1%

理解している
42.1%

あまり理解
していない

4.2%

無回答・無効回答
0.5%

 
食品の安全を守る仕組みの理解度（年代比較）

42.1

4.3

29.3

41.4

47.8

57.0

72.7

53.1

87.0

61.0

54.3

47.8

43.0

27.3

4.2

8.7

8.5

4.3

3.3

0.0

0.0 0.0

0.0

1.1

0.0

1.2

0.0

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（n=401）

20～29歳（n=23）

30～39歳（n=82）

40～49歳（n=116）

50～59歳（n=90）

60～69歳（n=79）

70歳以上（n=11）

理解している ほぼ理解している あまり理解していない 無回答・無効回答
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②食品安全モニターになってからの食品の安全を守る仕組みの理解度の変化（問 13） 

 問 12 において、食品の安全を守る仕組み（食品安全委員会が行う ADI（一日摂取許容量）の設

定等による食品の安全性の科学的評価（リスク評価）、厚生労働省や農林水産省等が行う基準の

設定や監視等の措置（リスク管理）及び消費者、事業者、リスク管理機関等の関係機関による

意見交換（リスクコミュニケーション）から成り立っていること）について「理解している」

「ほぼ理解している」と答えた 382 名に対して、食品安全モニターになってからの食品を守る

仕組みの理解度の変化をきいたところ、「食品安全モニターになり理解が深まった」とする回答

割合は 84.6％。 

食品安全モニターになってからの食品の安全を守る仕組みの理解度の変化(n=382)

食品安全モニターに
なる前からある程度

は理解していたが、食
品安全モニターにな
り、理解が深まった

52.1%

食品安全モニターに
なる前から現在と同じ
くらい理解していた

15.4%

食品安全モニターに
なる前はほとんど知ら
なかったが、食品安

全モニターになった後
に知り、理解が深まっ

た
32.5%
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③食品の安全を守る仕組みを理解してからの食品に対する安心感の変化（問 14） 

 問 12 において、食品の安全を守る仕組み（食品安全委員会が行う ADI（一日摂取許容量）の設

定等による食品の安全性の科学的評価（リスク評価）、厚生労働省や農林水産省等が行う基準の

設定や監視等の措置（リスク管理）及び消費者、事業者、リスク管理機関等の関係機関による

意見交換（リスクコミュニケーション）から成り立っていること）について「理解している」。

「ほぼ理解している」と答えた 382 名に対して、食品の安全を守る仕組みを理解してからの食

品に対する安心感の変化をきいたところ、「食品の安全を守る仕組みを理解したことにより食品

に対する安心感が高まった」とする回答割合は 53.1%、「食品の安全を守る仕組みを理解しても

食品に対する安心感、不安感に変化はなかった」は 40.6％、「食品の安全を守る仕組みを理解し

たことにより、食品に対する不安感は高まった」は 3.4%。 

食品の安全を守る仕組みを理解してからの食品に対する安心感の変化(n=382)

食品の安全を守る仕
組みを理解しても、食
品に対する安心感・
不安感に変化はな

かった
40.6%

食品の安全を守る仕
組みを理解したことに
より、食品に対する安

心感は高まった
53.1%

食品の安全を守る仕
組みを理解したことに
より、食品に対する不

安感は高まった
3.4%

無回答・無効回答
2.9%
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④食品の安全を守る仕組みの存在と食品に対する不安（問 15） 

 食品の安全を守る仕組みの存在があったとしても、食品に対する不安として回答割合の高かっ

た順は、「科学には限界があり、未知の問題が生じ得るから」（61.1%）、「複数の物質が互いに作

用して生じる影響（複合影響）が不安だから」（52.1%）、「食品の衛生管理の不備から発生する

食中毒などが不安だから」（51.4%）、「ルールの設定や監視などの措置（リスク管理）がきちん

と行われているか不安だから」（51.1%）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食品の安全を守る仕組みの存在と食品に対する不安（当てはまるものすべて回答）

61.1

52.1

51.4

51.1

41.6

16.0

2.5

14.5

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

科学には限界があり、未知の問題が生じ得るから

複数の物質が互いに作用して生じる影響（複合影響）が不安だから

食品の衛生管理の不備から発生する食中毒などが不安だから

ルールの設定や監視などの措置（リスク管理）がきちんと行われてい
るか不安だから

遺伝子組換え技術等の新たな技術が使用されている食品について、
安全性が不安だから

食品の安全性に関する科学的評価（リスク評価）が中立公正に行わ
れているか不安だから

不安はない

その他

無回答・無効回答


